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内部統制システム構築の基本方針に関する決議のお知らせ 

 

 

当社は、本日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針に関し、下記のとおり

決議致しましたのでお知らせ致します。 

 

記 

 

１． 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

（1） 内部監査を所管する「グループ内部監査室」を置き、当社およびグループ各社の事業活動全

般にわたる管理・運営の制度および業務の遂行状況を合法性の観点から検討・評価し、法令

および定款の適合性を確保する。 

（2） グループ内部監査室長が任命する監査担当者は、重要な会議への出席ができる。 

 

２． 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 

（1） 取締役の職務執行に係る情報・文書については、会社規則に定めるところにより、適正に保

存・管理する。 

（2） 監査役が求めたときは、いつでも当該情報・文書を閲覧または謄写に供する。 

 

３． 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

（1） 組織横断的なリスク状況の監視・全社的対応は、当社経営企画部と株式会社 TYO 

Administration が連携の上で行う。 

（2） 各取締役は、自己の分掌範囲について責任を持ってリスクの管理を行う。 

（3） 重要事項については、取締役会で審議を要する。 

（4） 災害等に係るリスクについては、緊急事態発生時に無計画な指示・行動に起因する混乱を回

避し業務の早期回復を行うため、「事業継続計画書」を定め、グループにおける統一的な危



機管理対応がとれる体制とする。 

 

４． 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

（1） 当社およびグループ各社は、取締役会を月１回開催し、さらに必要に応じて臨時取締役会を

開催することで、重要事項の決定および業務執行状況の監督を行う。 

（2） 当社においては、執行役員制を採用し、執行役員は取締役会で決定した会社の方針および代

表取締役の指示に基づき、責任をもって執行に当たる。 

（3） グループ内部統制機能を強化する為、当社の取締役または執行役員は、各グループ会社の代

表取締役、取締役もしくは監査役を兼務する。 

 

５． 会社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するため

の体制 

（1） 当社およびグループ会社の管理担当部門を置き、関係会社管理規程を定めて、状況に応じて

必要な管理を行う。 

（2） グループ各社の経営については、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要

案件についての事前協議を行う。 

 

６． 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する

体制 

（1） 監査役会の監査業務については、グループ内部監査室が補助する。 

（2） グループ内部監査室長は、グループ内部監査規程に基づいて、補助すべき使用人（監査担当

者）を必要に応じて任命できる。 

 

７． 前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項 

（1） 取締役は、監査担当者がその職務を遂行する上で不当な制約を受けないよう配慮しなければ

ならない。 

（2） 監査担当者は、その職務遂行上不当な制約を受けたときはグループ内部監査室または監査役

に報告し、不当な制約を排除するよう求めることができる。 

 

８． 取締役および使用人が監査役に報告をするための体制、ならびに監査役の監査が実効的に行わ

れることを確保する為の体制 

（1） 取締役および使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生しまたは発生するおそれがあ

るとき、役職員による違法または不正な行為を発見したときは、直ちに監査役に報告する。 

（2） グループ内部監査室は、グループ各社の監査役が行った監査を含め、監査の実施状況を定期

的に監査役に報告する。 

（3） 監査役は、取締役会の他、重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他の業務執行

に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めることが

できる。また、取締役および使用人は、監査役会の要求があった場合は、監査役会に出席し、

必要な資料を添えて説明しなければならない。 

（4） 監査役は、当社の会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換



を行うなど連携を図る。 

 

以  上 


